
 令和４年４月１日 

豊田市新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業補助金に係る Q＆A 

No 質問 回答 

１ 

どのような患者を想定しているのか。 豊田市内に所在する自宅、高齢者施設等で療養する新

型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者

を想定しています。 

なお、豊田市外の自宅療養者等に係る交付金の取扱に

ついては、事業の実施の有無を含めて所管する保健所

へ問い合わせてください。 

２ 

本事業を実施している県及び他市の自

宅療養者等を診療することは可能か。 

 

可能です。医療機関等の所在に関わらず、自宅療養者

等の所在地により交付申請等を行ってください。（詳細

は、所管する保健所へ問い合わせてください。） 

３ 

対応可能医療機関として登録するために

はどうしたらよいのか。 

豊田加茂医師会に「新型コロナウイルス感染症自宅療

養者等診療医療機関意向調査票」を提出してください。

提出された情報は、県内の保健所、コールセンター及び

宿泊療養施設に提供されますのでご承知おきください。 

４ 

対応可能訪問看護ステーションとして登

録するためにはどうしたらよいのか。 

愛知県感染症対策課に「新型コロナウイルス感染症自

宅療養者等医療提供事業訪問看護ステーション意向調

査票」を提出してください。提出された情報は、県内の対

応可能医療機関、保健所、コールセンター及び宿泊療

養施設に提供されますのでご承知おきください。 

５ 

対応可能医療機関として未登録だが、か

かりつけ医として自宅療養者等の診察を

した場合、補助金の対象となるのか。 

診療時に未登録であっても、補助対象となります。 

ただし、後日、管轄する医師会等を通じて意向調査票を

提出し、登録していただくことが必要です。 

６ 

対応医療機関となった場合、必ず診療し

なければならないのか。 

診療前に、自宅療養者から相談を受けた保健所から連

絡が入りますので、実際に診療するか否かは情報を聞

いた上で御判断いただいて差し支えありません。 

７ 

対応可能訪問看護ステーションとなった

場合、必ず対応しなければならないの

か。 

医療機関からの要請の内容を聞いた上で御判断いただ

いて差し支えありません。 

８ 

外来受診の場合、患者宅から医療機関

までの移動（移送）はどうすればよいの

か。 

公共交通機関以外での来院を依頼してください。 

９ 
診察の結果、入院が必要な場合、どうし

たらよいのか。 

緊急度に応じて、保健所へ連絡してください。 

１０ 患者の所在地は、何で判断するのか 住民票の有無ではなく、実際の居住地で判断します。 

１１ 

診察時間が通常、夜間・休日、深夜の区

別をまたがる場合、どの時点で区分する

のか。 

診療終了時間が属する時間帯で区分します。 

１２ 事業実施期間は令和４年９月３０日まで 診療終了時間が属する日にちで区分しますので、９月 



となっているが、診療が９月３０日をまた

ぐ場合、どうなるのか。 

３０日中に診療が終了した分までが本補助金の対象と

なります。 

１３ 

外来診療を行う場合、胸部レントゲンや

点滴は必須か。 

必ずしも必須ではありません。 

ただし、入院が必要な場合は、X 線又は CT を入院先へ

提供できるよう御協力をお願いします。 

１４ 

パルスオキシメーターは、保健所が患者

宅等に配布してくれるのか。 

高齢者や感染リスクの高い方などの条件があります

が、自宅療養者には、パルスオキシメーターを配布して

おります。 

万が一お持ちでない方がいらっしゃる場合には、保健所

にご連絡ください。 

１５ 

高齢者施設、障害者施設等において施

設に勤務する医師が施設に入所する者

を診療する場合は交付の対象となるの

か？ 

老人保健施設等に勤務する医師（常勤・非常勤、専従・

兼務含む）が勤務として同施設の入所者（自宅療養者

等）を診療する場合は、補助金の対象外となります。 

１６ 

高齢者施設、障害者施設等に勤務して

いない医師が、施設入所者へ診療する

場合は交付の対象となるのか。 

また、対象となる場合、複数人の患者を

一度の訪問で診療する場合はどうなるの

か。 

施設入所者が施設内で診療を受ける場合も補助対象と

なります。 

複数人を一度の訪問で診療した場合は、それぞれの患

者について補助対象となります。 

１７ 

同じ患者を一日に複数回診る場合の交

付はどうなるのか。 

例えば、午前中に往診した患者が、夕方に体調が悪化

して再度往診する場合は、２回とも交付対象となります

（それぞれに対して 50,000 円補助）。 

１８ 

往診及び訪問看護に要する交通費は別

途支給されるのか。 

また、患者に交通費を請求してもいいの

か。 

別途交通費は交付されません。本補助金は往診等の

実績１回につき、一定額を交付するものです。 

交通費を患者に請求することの可否等については、診

療報酬上の定めに従ってください。 

（問い合わせ先はＮｏ．３１参照） 

１９ 

自宅療養者等に対する訪問介護も対象

になるのか。 

本補助金の対象となるのは、自宅療養者等への医療機

関及び訪問看護ステーションによる医療提供のみとなり

ます。 

２０ 

外来受診後にそのまま医療機関に入院

した場合は交付対象となるのか。 

外来受診後、同一の医療機関にそのまま入院した場合

は他の補助制度（愛知県医療従事者応援金）があるた

め対象外となります。 

 令和３年度愛知県医療従事者応援金のホームページアドレス 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/ouenkinshuuchi3.html 

２１ 

新型コロナウイルス感染症にかかる検査

により、陽性が判明した後、引き続き診

療を行った場合は交付対象となるのか。 

引き続き行った診療が、新型コロナウイルス感染症患

者を対象とした診療報酬の対象となる場合は、本交付

金の対象となります。 



２２ 

訪問看護ステーションによる「電話等」は

どのような場合に交付対象となるのか。 

令和３年１０月実施分から、診療報酬が算定できる場合

に補助対象となります。診療報酬の取扱については、

以下の厚生労働省事務連絡をご確認ください。 

 ・厚生労働省令和２年４月２４日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬

上の臨時的な取り扱いについて（その１４）」問７ 

・上記事務連絡掲載厚生労働省ホームページアドレス 

https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf 

２３ 

診察所見報告書以外にも提出が必要な

書類はあるのか。 

診察所見報告書は、医療機関及び訪問看護ステーショ

ンから保健所へ診療結果を報告していただく書類です。 

補助金の申請には、別途交付申請書等が必要となりま

す。 

２４ 

診察所見報告書は内容を網羅していれ

ば、他の様式（例えば診療情報提供書）

でも代替可能か。 

内容を網羅していれば代替可能です。 

ただし、保健所への当報告は、診療報酬の対象外で

す。 

２５ 

診察所見報告書は、愛知県が示している

報告書式での報告でもよいか。 

可能です。場合により、重症度の所見や処方薬等を追

加で聞き取りすることがありますので、ご了承ください。 

 

２６ 

厚生労働省の新型コロナウイルス感染

症に関する医療機関向けの情報はどこ

にあるのか。 

以下の厚生労働省のホームページに医療機関向け情

報（診療ガイドライン等）が掲載してあります。 

 ・厚生労働省ホームページアドレス 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00111.html 

 

２７ 

愛知県の新型コロナウイルス感染症に

関する相談窓口の情報はどこになるの

か。 

以下の愛知県のホームぺージに掲載してあります。 

 ・愛知県ホームページアドレス 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html 

 

２８ 

豊田市の新型コロナウイルス感染症に

関する情報はどこに掲載しているか。 

以下の豊田市のホームページに掲載してあります。 

 ・豊田市ホームページアドレス 

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kenkou/eisei/1037560.html 

２９ 

豊田市への交付申請の提出はデータ提

出も可能か。 

データでも郵送でも可能です。 

ただし、個人情報の保護に御注意ください。 

なお、様式のデータは、ホームページから取得ください。 

３０ 
交付申請書は、愛知県が示している交付

申請書式での提出でもよいか。 

愛知県の交付申請書式は使用できません。豊田市の申

請書式の使用をお願いします。 

３１ 

電話診療時の保険証の取り扱いなど、診

療した場合の、診療報酬上の取扱はど

のようすればよいのか。 

診療報酬に関する疑義については、東海北陸厚生局指

導監査課（電話：052-228-6179）へお問い合わせくださ

い。 



 

３２ 

新型コロナウイルス感染症の自宅療養

者等が療養期間中に受けた「新型コロナ

ウイルス感染症に係る医療」について自

己負担（３割）分は、公費となるのか。 

自宅療養者等が療養期間中に受けた「新型コロナウイ

ルス感染症に係る医療」については、療養者本人の自

己負担はありません。審査支払機関への請求（レセプト

の送付）をお願いします。 

公費負担者番号 ２８２３０６０５ 

受給者番号 ９９９９９９６ 

 

３３ 

新型コロナウイルス感染症の自宅療養

者等が療養期間中に受けた「新型コロナ

ウイルス感染症に係る医療以外の医療」

について自己負担(3割)分は、公費となる

のか。 

本補助金の対象ではありますが、公費負担対象にはな

らない（自己負担が発生する）ため、通常の請求をしてく

ださい。 


